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【公開日】平成28年6月23日(2016.6.23)
【年通号数】公開・登録公報2016-038
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月22日(2016.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動領域への遊技媒体の進入に基づいて変動表示を実行し、遊技者にとって有利な有利
状態に制御可能な遊技機であって、
　可動体と、
　所定の上限数の範囲内で未だ開始していない変動表示に関する情報を保留情報として記
憶可能な保留情報記憶手段と、
　前記保留情報記憶手段に記憶されている前記保留情報の数を特定可能な保留画像、およ
び、所定の演出画像を表示可能な画像表示手段と、
　前記画像表示手段における画像の表示制御をする表示制御手段と、
　前記始動領域への遊技媒体の進入頻度が異なる低進入状態と高進入状態とに制御可能な
進入状態制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、
　　第１の表示位置に前記保留画像を表示可能であり、当該第１の表示位置近傍の特定の
動作位置に前記可動体が移動するときに、前記保留画像が視認可能となる第２の表示位置
に前記保留画像が表示されるように、前記保留画像および前記所定の演出画像を移動させ
る移動表示制御をし、
　　保留表示部に前記保留画像を表示可能であり、前記保留表示部において前記保留情報
記憶手段が前記保留情報を前記所定の上限数まで記憶可能であることを示唆し、前記低進
入状態と前記高進入状態とで態様を異ならせて前記保留表示部を表示する、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（１）　始動領域（第１始動入賞口１３、第２始動入賞口１４）への遊技媒体の進入に
基づいて変動表示（特別図柄、演出図柄の変動表示）を実行し、遊技者にとって有利な有
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利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　可動体（可動表示装置９６）と、
　所定の上限数の範囲内で未だ開始していない変動表示に関する情報を保留情報（第１保
留記憶情報、第２保留記憶情報）として記憶可能な保留情報記憶手段（遊技制御用マイク
ロコンピュータ５６０、ＲＡＭ５５、第１保留記憶バッファ、第２保留記憶バッファ）と
、
　前記保留情報記憶手段に記憶されている前記保留情報の数を特定可能な保留画像（図１
７の合算保留記憶表示部１８ｃでの保留記憶画像）、および、所定の演出画像（図１７の
背景画像９４等の演出画像）を表示可能な画像表示手段（演出表示装置９）と、
　前記画像表示手段における画像の表示制御をする表示制御手段（演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００）と、
　前記始動領域への遊技媒体の進入頻度が異なる低進入状態（低ベース状態）と高進入状
態（高ベース状態）とに制御可能な進入状態制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、
　　第１の表示位置（収納位置）に前記保留画像を表示可能であり、当該第１の表示位置
近傍の特定の動作位置に前記可動体が移動するとき（図１７（ａ）のような可動表示装置
９６の出現動作がされるとき）に、前記保留画像が視認可能となる第２の表示位置（出現
位置）に前記保留画像が表示されるように、前記保留画像および前記所定の演出画像を移
動させる（図１７（ｂ）のような合算保留記憶表示部１８ｃおよび背景画像９４の右方向
への移動）移動表示制御をし（図２５のＳ５３２）、
　　保留表示部に前記保留画像を表示可能であり、前記保留表示部において前記保留情報
記憶手段が前記保留情報を前記所定の上限数まで記憶可能であることを示唆し（たとえば
、図２９（Ａ）で示すように、合算保留記憶表示部１８ｃは、それぞれ、保留台座Ｄ１，
Ｄ２を４つ予め表示している保留台座表示部１８ｄを含んでもよいし、４つ分の保留記憶
画像Ｈを表示可能なスペースが用意された領域であってもよい。）、前記低進入状態と前
記高進入状態とで態様を異ならせて前記保留表示部を表示する（たとえば、図２９（Ａ）
で示すように、低ベース状態においては保留台座Ｄ１，Ｄ２を表示するが、図２９（Ｂ）
で示すように、高ベース状態においては保留台座を表示しない。保留台座の表示態様を低
ベース状態と高ベース状態とで異ならせるようにしてもよい。）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（２）　上記（１）の遊技機において、
　前記表示制御手段は、前記所定の上限数の前記保留画像を表示させた場合のそれぞれの
前記保留画像に対応する前記所定の上限数の上限示唆表示を、前記保留表示部に表示する
（たとえば、図２９（Ａ）で示すように、低ベース状態においては４つの保留台座Ｄ１，
Ｄ２を表示する。）。


	header
	written-amendment

